
○
内
閣
府
令
第

号

公
認
会
計
士
法
の
審
判
手
続
に
お
け
る
参
考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百

五
十
八
号
）
第
一
条
第
三
項
、
第
二
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
認
会
計
士
法
の
審
判
手
続
に
お
け
る
参
考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

公
認
会
計
士
法
の
審
判
手
続
に
お
け
る
参
考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
及
び
公
認
会
計
士
法

の
審
判
手
続
に
お
け
る
参
考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
旅
行
の
中
止
又
は
変
更
に
係
る
や
む
を
得
な
い
事
情
）



第
二
条

令
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

参
考
人
等
が
公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
八
十
二
号
）
第

十
六
条
又
は
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
判
手
続
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
を
受
け
た
場
合

二

参
考
人
等
が
死
亡
し
た
場
合

三

参
考
人
等
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
場
合

四

そ
の
他
前
三
号
に
準
ず
る
事
情
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

（
審
判
手
続
の
期
日
の
変
更
を
受
け
た
場
合
等
に
お
け
る
旅
費
の
請
求
）

第
三
条

令
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
費
の
各
種
目
に
つ
い
て
、
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
参
考
人
等
が
現

に
支
払
っ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取

消
手
続
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

の
合
計
額



二

前
号
に
掲
げ
る
額
の
ほ
か
、
手
数
料
そ
の
他
の
審
判
手
続
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
等
に
伴
い
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
相
当
と
認
め
る
額

（
附
属
の
島
）

第
四
条

令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
附
属
の
島
は
、
本
州
、
北
海
道
、
四
国
及
び
九
州
に
附
属
す
る

島
と
す
る
。

（
鉄
道
賃
に
係
る
鉄
道
）

第
五
条

令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
に
類

す
る
も
の

二

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
に
類
す
る
も
の

三

外
国
に
お
け
る
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

（
船
賃
に
係
る
船
舶
）

第
六
条

令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。



一

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船

舶
に
類
す
る
も
の

二

外
国
に
お
け
る
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

（
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
等
）

第
七
条

令
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航

空
機
に
類
す
る
も
の

二

外
国
に
お
け
る
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

２

令
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
一
の
旅
行
区
間
に
お
け
る
飛
行
時
間
が
二
十
四
時
間
以
上

の
移
動
と
す
る
。

（
宿
泊
費
の
基
準
額
）

第
八
条

令
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
一
夜
当
た
り
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭

和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二



十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
二
級
の
職
員
が
受
け
る
額
に
相
当

す
る
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




